
平成30年9月9日執行
投票日　 月　 日㈰9 9

粕 屋 町 長 選 挙
粕屋町選挙管理委員会

◇粕屋町長選挙は、
　記号式投票で行います。

◇投票日　9月9日（日曜日）
投票時間　午前7時から午後8時まで

選 挙 公 報

（この選挙公報は、候補者から提出された原稿を写真にとってそのまま印刷したものです。）

記号式投票とは、投票用紙に印刷された
候補者の氏名の上の欄に、投票所に備え
付けられたスタンパーで「○」の印を押
して投票するものです。
（スタンパー以外は、無効になります。）

ただし、期日前投票及び不在者投票は、
記名式投票で行います。

◇投票日当日に用事などがある場合は、「期日前投票」ができます。
　・仕事や冠婚葬祭、旅行などの理由で利用できます。
　・期日前投票所は、粕屋町役場２階大会議室です。
　・期日前投票は、９月８日（土）までです。
　・期日前投票の投票時間は午前８時３０分から午後８時までです。

※選挙公報の掲載順は、くじによって決められたものです。立候補の届出順とは異なる場合があります。


